
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

規

則

○
福
島
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一

○
福
島
県
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一

○
福
島
県
薬
事
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一

○
福
島
県
毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

三

訓

令

○
福
島
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

三

規

則

福
島
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
、
福
島
県
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
細
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則
、
福
島
県
薬
事
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
及
び
福
島
県
毒
物
及
び
劇
物
取

締
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
一
月
二
十
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

福
島
県
規
則
第
七
十
六
号

福
島
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
行
政
組
織
規
則
（
平
成
十
五
年
福
島
県
規
則
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

「
（
薬
務
課
）

第
十
三
条
の
表
健
康
衛
生
総
室
の
項
中

四
十
一

薬
事
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）

「
（
薬
務
課
）

を

の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。
」

四
十
一

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の

に
改
め

確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。
」

る
。

別
表
第
三
の
二
の
表
福
島
県
薬
事
審
議
会
の
項
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、

有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
薬
事
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
八
十
四
号
）
の
施
行

の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
行
政
経
営
課
）

福
島
県
規
則
第
七
十
七
号

福
島
県
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
細
則
（
平
成
十
四
年
福
島
県
規
則
第
百
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
第
一
号
ア
中
「
宅
地
建
物
取
引
主
任
者
証
」
を
「
宅
地
建
物
取
引
士
証
」
に
、
「
は

り
付
け
ら
れ
た
」
を
「
貼
り
付
け
ら
れ
た
」
に
改
め
る
。

別
表
六
の
項
ア
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保

等
に
関
す
る
法
律
」
に
、
同
項
イ
中
「
福
島
県
薬
事
法
施
行
細
則
」
を
「
福
島
県
医
薬
品
、
医
療
機
器

等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

第
二
条
第
二
項
第
一
号
ア
の
改
正
規
定
（
「
は
り
付
け
ら
れ
た
」
を
「
貼
り
付
け
ら
れ
た
」
に

改
め
る
部
分
に
限
る
。
）

公
布
の
日

二

別
表
六
の
項
ア
の
改
正
規
定

薬
事
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第

八
十
四
号
）
の
施
行
の
日

三

第
二
条
第
二
項
第
一
号
ア
の
改
正
規
定
（
「
は
り
付
け
ら
れ
た
」
を
「
貼
り
付
け
ら
れ
た
」
に

改
め
る
部
分
を
除
く
。
）

宅
地
建
物
取
引
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法

律
第
八
十
一
号
）
の
施
行
の
日

（
市
町
村
行
政
課
）

福
島
県
規
則
第
七
十
八
号

福
島
県
薬
事
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
薬
事
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
七
年
福
島
県
規
則
第
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

福
島
県
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法

律
施
行
細
則

第
一
条
中
「
薬
事
法
施
行
規
則
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確

保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
」
に
、
「
第
百
四
十
九
条
及
び
第
百
五
十
九
条
」
を
「
厚
生
省
令
第
百

四
十
九
条
、
厚
生
省
令
第
百
五
十
五
条
及
び
厚
生
省
令
第
百
七
十
八
条
」
に
改
め
る
。

第
二
条
の
見
出
し
を
「
薬
局
等
の
管
理
に
関
す
る
帳
簿
」
に
改
め
、
同
条
中
「
及
び
農
林
省
令
」
を

「
、
厚
生
省
令
第
百
四
十
五
条
第
一
項
、
厚
生
省
令
第
百
五
十
八
条
の
三
第
一
項
、
厚
生
省
令
第
百
六
───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
平成26年11月21日 金曜日 福 島 県 報 号外第55号1



平成26年11月21日 金曜日 福 島 県 報 号外第55号 2

十
四
条
第
一
項
及
び
厚
生
省
令
第
百
九
十
六
条
の
九
第
一
項
並
び
に
農
林
省
令
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保

「
薬
局

等
に
関
す
る
法
律
」
に
、
「
又
は
営
業
所
管
理
者
」
を
「
又
は
医
薬
品
営
業
所
管
理
者
」
に
、

店
舗

営
業

の
管
理
者

「
薬
局
の
管
理
者

管
理
者
兼
務
許
可
申
請
書

を

店

舗

管

理

者
兼
務
許
可
申
請
書

に
改
め
、
同
条
第
三

所
管
理
者

」

医
薬
品
営
業
所
管
理
者

」

「
薬
局
の
管
理
者

「
薬
局
の
管
理
者

項
中

店
舗
管
理
者
兼
務
廃
止
届

を

店

舗

管

理

者
兼
務
廃
止
届

に
改
め
る
。

営
業
所
管
理
者

」

医
薬
品
営
業
所
管
理
者

」

第
九
条
中
「
八
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
横
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
」
を
「
七
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
横
五
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
」
に
改
め
る
。

「

第
十
三
条
の
見
出
し
中
「
及
び
賃
貸
業
」
を
「
又
は
貸
与
業
」
に
改
め
、
同
条
中

管
理
医
療
機
器

販
売
業

「

販
売
業

「

販
売
業

届
出
済
証

を

管
理
医
療
機
器

届
出
済
証

に
、

管
理
医
療
機
器

届
出
済

賃
貸
業

」

貸
与
業

」

賃
貸
業

「

販
売
業

証
交
付
申
請
書

を

管
理
医
療
機
器

届
出
済
証
交
付
申
請
書

に
改
め
る
。

」

貸
与
業

」

「

販

第
十
四
条
の
見
出
し
中
「
賃
貸
業
」
を
「
貸
与
業
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中

管
理
医
療
機
器
賃

売
業

「

販
売
業

「

届
出
済
証

を

管
理
医
療
機
器

届
出
済
証

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

管
理
医
療
機

貸
業

」

貸
与
業

」

販
売
業

書
換
え
交
付

「

販
売
業

書
換
え
交
付

器

届
出
済
証

申
請
書

を

管
理
医
療
機
器

届
出
済
証

申
請

賃
貸
業

再

交

付

」

貸
与
業

再

交

付

書

に
改
め
る
。

」第
十
五
条
本
文
中
「
薬
事
法
施
行
令
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性

の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
」
に
、
「
第
三
条
第
三
号
」
を
「
第
三
条
た
だ
し
書
」
に
改
め
、
同

条
た
だ
し
書
中
「
第
九
条
」
を
「
第
五
条
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

政
令
第
五
条
第
二
項
、
政
令
第
六
条
第
二
項
、
政
令
第
三
十
七
条
の
二
第
二
項
、
政
令
第
三
十

七
条
の
三
第
二
項
、
政
令
第
四
十
三
条
の
四
第
二
項
、
政
令
第
四
十
三
条
の
五
第
二
項
、
厚
生
省

令
第
十
九
条
第
一
項
、
厚
生
省
令
第
二
十
三
条
第
一
項
、
厚
生
省
令
第
三
十
八
条
第
一
項
、
厚
生

省
令
第
四
十
六
条
第
一
項
、
厚
生
省
令
第
五
十
条
第
一
項
（
厚
生
省
令
第
二
百
六
十
四
条
第
二
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
厚
生
省
令
第
百
十
四
条
の
二
第
一
項
、
厚
生
省
令
第
百

十
四
条
の
六
第
一
項
、
厚
生
省
令
第
百
三
十
七
条
の
二
第
一
項
、
厚
生
省
令
第
百
三
十
七
条
の
六

の
規
定
に
よ
る
申
請
書

第
十
五
条
第
三
号
中
「
第
七
条
第
一
項
」
を
「
第
六
条
第
四
項
、
政
令
第
七
条
第
一
項
、
政
令
第
三

十
七
条
の
三
第
四
項
、
政
令
第
三
十
七
条
の
四
第
一
項
、
政
令
第
四
十
三
条
の
五
第
四
項
及
び
政
令
第

四
十
三
条
の
六
第
一
項
」
に
改
め
る
。

「薬
局
の
管
理
者

「薬
局
の
管
理
者

第
二
号
様
式
中

店
舗
管
理
者
兼
務
許
可
申
請
書

を

店
舗

管
理

者
兼
務
許
可
申
請

営
業
所
管
理
者

」

医
薬
品
営
業
所
管
理
者

書

に
、
「店

舗
管
理
者

営
業
所
管
理
者

」
を
「店

舗
管
理
者

医
薬
品
営
業
所
管
理
者

」
に
改
め

」
る
。第

三
号
様
式
中
「薬

事
法

」
を
「医

薬
品

医
療
機
器
等
の
品
質

有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等

、
、

に
関
す
る
法
律

」
に
改
め
る
。

「薬
局
の
管
理
者

「薬
局
の
管
理
者

第
四
号
様
式
中

店
舗
管
理
者
兼
務
廃
止
届

を

店
舗

管
理

者
兼
務
廃
止
届

に
改

営
業
所
管
理
者

」

医
薬
品
営
業
所
管
理
者

」

め
る
。

第
十
一
号
様
式
中
「薬

事
法

」
を
「医

薬
品

医
療
機
器
等
の
品
質

有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保

、
、

等
に
関
す
る
法
律

」
に
、
「楷

書

」
を
「楷

書

」
に
改
め
る
。

「

販
売
業

「

販
売
業

第
十
四
号
様
式
中

管
理
医
療
機
器

届
出
済
証

を

管
理
医
療
機
器

届
出
済
証

賃
貸
業

」

貸
与
業

」

に
、
「薬

事
法

」
を
「医

薬
品

医
療
機
器
等
の
品
質

有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法

、
、

「

販
売
業

「

販
売
業

律

」
に
、

管
理
医
療
機
器

の

を

管
理
医
療
機
器

の

に
改
め
る
。

賃
貸
業

」

貸
与
業

」

「

販
売
業

「

販
売
業

第
十
五
号
様
式
中

管
理
医
療
機
器

届
出
済
証
交
付
申
請
書

を

管
理
医
療
機
器

賃
貸
業

」

貸
与
業

「

販
売
業

「

販
売
業

届
出
済
証
交
付
申
請
書

に
、

管
理
医
療
機
器

届
出
済
証
の

を

管
理
医
療
機
器

」

賃
貸
業

」

貸
与
業

届
出
済
証
の

に
改
め
る
。

」

「

販
売
業

書
換
え
交
付

「

第
十
六
号
様
式
中

管
理
医
療
機
器

届
出
済
証

申
請
書

を

管
理
医
療
機
器

賃
貸
業

再
交

付

」

販
売
業

書
換
え
交
付

「

販
売
業

「

届
出
済
証

申
請
書

に
、

管
理
医
療
機
器

届
出
済
証
の

を

管
理
医

貸
与
業

再
交

付

」

賃
貸
業

」

販
売
業

療
機
器

の

に
改
め
る
。

貸
与
業

」

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
薬
事
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
八
十
四
号
）
の
施

行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
の
改
正
規
定
（
「
第
百
四
十
九
条
及
び
第
百
五
十
九
条
」

を
「
厚
生
省
令
第
百
四
十
九
条
及
び
厚
生
省
令
第
百
五
十
五
条
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第

九
条
の
改
正
規
定
、
第
十
五
条
各
号
列
記
以
外
の
部
分
の
改
正
規
定
（
「
第
九
条
」
を
「
第
五
条
」

───────────────────────────────────────────────────────────
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に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
十
一
号
様
式
の
改
正
規
定
（
「楷

書

」
を
「楷

書

」
に
改
め
る

部
分
に
限
る
。
）
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
提
出
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
福
島
県
薬
事
法
施
行
細
則
（
以
下
「
改

正
前
の
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
基
づ
い
て
作
成
さ
れ
て
い
る
申
請
書
等
は
、
改
正
後
の
福
島

県
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
規

定
に
基
づ
き
作
成
さ
れ
た
申
請
書
等
と
み
な
す
。

３

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
作
成
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、

所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
薬

務

課
）

福
島
県
規
則
第
七
十
九
号

福
島
県
毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
一
年
福
島
県
規
則
第
百
一
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

住
民
票
の
写
し

第
四
条
第
二
項
第
一
号
中
「
（
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
四
十
五
に
規
定
す
る
国
籍
等
を
記
載

し
た
も
の
に
限
る
。
）
」
を
削
る
。

第
十
七
条
の
見
出
し
中
「
市
町
村
」
を
「
市
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
第
二
条
第
八
号
」
を
「
第

二
条
第
七
号
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
、
第
十
一
条
第
一
項
（
政
令
第
十
三
条
第
一
号
ロ
、
政
令

第
十
八
条
第
一
号
ロ
及
び
政
令
第
二
十
四
条
第
一
号
ロ
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
」
を
削
り
、
同
項
第

四
号
を
削
り
、
同
項
第
五
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
第
三
条
第
十
五
号
」
を
「
第
三

条
第
十
四
号
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
薬

務

課
）

訓

令

福
島
県
訓
令
第
十
七
号

本

庁

機

関

出

先

機

関

福
島
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
六
年
十
一
月
二
十
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

福
島
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

福
島
県
事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
四
十
四
年
福
島
県
訓
令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
の
５
の
表
健
康
衛
生
総
室
の
部
薬
務
課
の
項

中
「薬

事
法

」
を
「医

薬
品

医
療
機
器

11

、

等
の
品
質

有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律

」
に
改
め
、
同
項

の
⑹
中
「第

10条

」

、

11

を
「第

10条第
１
項

」
に
改
め
、
同
項

の

中
「及

び
高
度
管
理
医
療
機
器
等

」
を
「

高
度
管
理

11

(27)

、
医
療
機
器
等

」
に
、
「又

は
賃
貸
業
者

」
を
「又

は
貸
与
業
者
及
び
再
生
医
療
等
製
品
販
売
業
者

」
に

改
め
、
同
項
中

の

を

の

と
し
、

の

を

の

と
し
、

の

を

の

と
し
、

の

11

(27)

11

(30)

11

(26)

11

(29)

11

(25)

11

(28)

11

(24)

を

の

と
し
、

の

を

の

と
し
、

の

を

の

と
し
、
同
項

の

中
「第

69条第
３

11

(27)

11

(23)

11

(26)

11

(22)

11

(25)

11

(21)

項

」
を
「第

69条第
４
項

」
に
改
め
、
同
項
中

の

を

の

と
し
、

の

を

の

と
し
、

11

(21)

11

(24)

11

(20)

11

(23)

11

の
⒆
を

の

と
し
、

の
⒅
を

の

と
し
、

の

の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

11

(22)

11

11

(21)

11

(21)

⒆
第

40条の
５
第
１
項
の
規

定
に
よ
る
許
可

○

⒇
第

40条の
５
第
４
項
の
規

定
に
よ
る
許
可
の
更
新

○

別
表
第
二
の
５
の
表
健
康
衛
生
総
室
の
部
薬
務
課
の
項
中

の
⒄
を

の
⒅
と
し
、

の
⒃
を

の

11

11

11

11

⒄
と
し
、

の
⒂
を

の
⒃
と
し
、

の
⒁
を

の
⒂
と
し
、
同
項

の
⒀
中
「第

10条

」
を
「第

10

11

11

11

11

11

条
第
１
項

」
に
改
め
、
同
項
中

の
⒀
を

の
⒁
と
し
、

の
⑿
を

の
⒀
と
し
、

の
⑾
を

の
⑿

11

11

11

11

11

11

と
し
、

の
⑽
を

の
⑾
と
し
、
同
項

の
⑼
中
「⑽

及
び
⒀

」
を
「⑾

及
び
⒁

」
に
改
め
、
同
項
中

11

11

11

の
⑼
を

の
⑽
と
し
、

の
⑻
を

の
⑼
と
し
、

の
⑺
を

の
⑻
と
し
、

の
⑹
の
次
に
次
の
よ

11

11

11

11

11

11

11

う
に
加
え
る
。

⑺
第

10条第
２
項
の
規
定
に

よ
る
届
出
の
受
理

○

別
表
第
二
の
５
の
表
健
康
衛
生
総
室
の
部
薬
務
課
の
項

中
「薬

事
法
施
行
令

」
を
「医

薬
品

医

12

、
療
機
器
等
の
品
質

有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令

」
に
改
め
、
同
項
中

の

、

12

⑻
を

の
⑽
と
し
、
同
項

の
⑺
中
「⑻

」
を
「⑽

」
に
改
め
、
同
項
中

の
⑺
を

の
⑼
と
し
、

12

12

12

12

12

の
⑹
を

の
⑻
と
し
、

の
⑸
を

の
⑺
と
し
、
同
項

の
⑷
中
「⑸

」
を
「⑺

」
に
改
め
、
同
項
中

12

12

12

12

の
⑷
を

の
⑹
と
し
、

の
⑶
を

の
⑸
と
し
、
同
項

の
⑵
中
「⑶

」
を
「⑸

」
に
改
め
、
同
項

12

12

12

12

12

中

の
⑵
を

の
⑷
と
し
、

の
⑴
を

の
⑶
と
し
、

の
⑶
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

12

12

12

12

12

⑴
第
１
条
の
５
第
１
項
の
規

定
に
よ
る
許
可
証
の
書
換
え

交
付

○

⑵
第
１
条
の
６
第
１
項
の
規

定
に
よ
る
許
可
証
の
再
交
付

○

別
表
第
二
の
５
の
表
健
康
衛
生
総
室
の
部
薬
務
課
の
項

中
「福

島
県
薬
事
法
施
行
細
則

」
を
「福

13

島
県
医
薬
品

医
療
機
器
等
の
品
質

有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則

」
に

、
、

改
め
、
同
表
備
考
１
中
「⒅

⒆

」
を
「
(21)
(22)」
に
、
「賃

貸
業

」
を
「貸

与
業

」
に
、
「
(26)」
を

、
、
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「
(29)」
に
、
「⑹

か
ら
⑻
ま
で

」
を
「⑻

か
ら
⑽
ま
で

」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
の
７
の
表
生
産
流
通
総
室
の
部
畜
産
課
の
項

中
「薬

事
法

」
を
「医

薬
品

医
療
機
器

10

、
等
の
品
質

有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律

」
に
改
め
、
同
項

の
⑶
中
「第

10条

」

、

10

を
「第
10条第

１
項

」
に
改
め
、
同
項

の
⑺
中
「第

10条

」
を
「第

10条第
１
項

」
に
改
め
、
同
項

10

の
⑻
中
「第

10条

」
を
「第

10条第
１
項

」
に
改
め
、
同
項

の
⑿
中
「命

令

」
を
「処

分

」
に
改

10

10

め
、
同
項

の
⒁
中
「及

び
高
度
管
理
医
療
機
器
等

」
を
「

高
度
管
理
医
療
機
器
等

」
に
、
「又

は
10

、
賃
貸
業
者

」
を
「又

は
貸
与
業
者
及
び
再
生
医
療
等
製
品
販
売
業
者

」
に
改
め
、
同
項

の
⒂
中
「第

10

83条の
２
の
２
第
１
項

」
を
「第

83条の
２
の
３
第
１
項

」
に
改
め
、
同
項

中
「薬

事
法
施
行
令

」

11

を
「医

薬
品

医
療
機
器
等
の
品
質

有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令

」
に
改

、
、

め
、
同
項

の
⑴
中
「第
44条第

１
項

」
を
「第

44条

」
に
改
め
、
同
項

中
「福

島
県
薬
事
法
施
行

11

19

細
則

」
を
「福

島
県
医
薬
品

医
療
機
器
等
の
品
質

有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律

、
、

施
行
細
則

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
薬
事
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
八
十
四
号
）
の
施
行

の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
二
の
５
の
表
健
康
衛
生
総
室
の
部
薬
務
課
の
項

の
⑹
の
改

11

正
規
定
、
同
項

の
⑹
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
改
正
規
定
、
同
項

の
⒀
の
改
正
規
定
、
同
項

11

11

11

の

の
改
正
規
定
、
別
表
第
二
の
７
の
表
生
産
流
通
総
室
の
部
畜
産
課
の
項

の
⑶
の
改
正
規
定
、
同

(21)

10

項

の
⑺
の
改
正
規
定
、
同
項

の
⑻
の
改
正
規
定
、
同
項

の
⑿
の
改
正
規
定
及
び
同
項

の
⑴
の

10

10

10

11

改
正
規
定
は
、
平
成
二
十
六
年
十
一
月
二
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
行
政
経
営
課
）


